
質問と回答は以下のとおりです。 2025年11月21日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 10 第２条　調査の目的と範囲

「現地調査は実施せず、国内におけるデスクトップリサー
チや国内の関係先に対する面談調査を行う。」とあるた
め、メールやヒアリングによる問い合わせが必要な場合
にも、あくまで国内の関係先のみが対象となる理解でよ
いか？メールやオンラインヒアリング等で海外の関係先
に問い合わせを行うことも想定しているか？

ご理解の通りです。本件は国内業務ですので、コンタクト
については国内のみに限定されます。海外の関係機関に
問い合わせをする必要がある場合は、機構にて対応しま
す。

2 11 （２）有識者委員会の運営支援
有識者委員会について、委員は貴機構が選定されるとの
ことだが、承諾も含めた委員との交渉も貴機構で担って
いただけると理解してよいか？

ご理解の通りです。

3 11 （２）有識者委員会の運営支援

委員への謝金に関する記述が見当たらないが、経費に含
める必要はないか？貴機構が委員に直接謝金を支払う
ということか？仮に経費に含める必要がある場合、委員
は5名程度とされているので、最大6名と想定して経費を
算出してよいか？

謝金は弊機構より直接支払いますので、見積書への計上
は不要です。

4 17 （２）業務の実施方針等　４）その他

「JICA からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当た
り必要な事項があれば記載して下さい。」とあるが、例え
ば、調査対象国の関係機関に問い合わせをしなければ明
らかにならないようなものについて、貴機構を通じて、或
いは貴機構の承諾を得て、当該関係機関に問い合わせを
行うこと等は可能か？

本件は国内業務ですので、コンタクトについては国内の
みに限定されます。海外の関係機関に問い合わせをする
必要がある場合は、機構にて対応します。
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